
電話機「なし」の場合

3

IP告知端末の①電源アダプ
ター、②LANケーブルを外す

回線終端装置側の
②LANケーブルを外す

完了
1 2 3

1

21

2

2

IP告知端末の配線作業について
朝・夜に町からのお知らせを放送しているIP告知端末は、令和7年9月30日をもって運用終

了となります。併せて、域内無料電話(「5」を付けての発信)のサービスも終了となります。
終了に伴い、10月1日以降、以下の手順で配線作業を行ってください。

電話機「あり」の場合

1 2

34

IP告知端末の①
～④を全て外す

回線終端装置側
の②、③を外す

1 2
電話機の④電話線を回線終端装置
の【電話機】の差込口へ差し込む

3 4

完了

電話機が「なし・あり」ともに、回線
終端装置の「電源アダプター」、「光
ケーブル」を外さないでください。

1 2

2

3

3

4

4
4

「黒色タイ
プ」の回線
終端装置も
手順は同じ
です

【 IP告知端末の配線作業に関するお問い合わせ】
●まちづくり推進課 ☎72-0634

【防災行政無線受信確認等に関するお問い合わせ】
●総務財政課 ☎72-0631

IP告知端末

回線終端装置

電話機

IP告知端末 回線終端装置

回収場所については、
9月5日配布のチラシま
たは、右記QRから川本
町ホームページをご覧
ください。

現在の配線でも電話及びインターネットのご利用は可能ですので、配線作業が
難しい場合、無理に作業をする必要はございません。
※10月1日より町からのお知らせは、防災行政無線で行います。
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